
 

鳥取県障害福祉サービス事業所新商品開発支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）

第４条の規定に基づき、鳥取県障害福祉サービス事業所新商品開発支援事業補助金（以下「本補助金」

という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、県内に事業所を有する就労系障害福祉サービス事業者（（障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障害

者支援施設（就労継続支援の事業を行うものに限る。）又は同条第１４項に規定する就労継続支援事業

（同サービスを含む多機能型事業を含む。）を行う法人をいう。以下同じ。）が事業所で行う新商品（製

品又は役務）の開発（以下「新商品開発」という。）を支援することにより、当該事業所の利用者の工

賃水準の向上を図ることを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１項に掲げる事業（以下「補助事業」という。）

を行う同表の第２項に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第３項に掲げる経費の額(仕入控除税額（補助対象経費に

含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第 108号）に規定する

仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226

号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）に、同表の第

４項に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額（同表の第４項に定める額を限度とし、千

円未満の端数は切り捨てた額とする。）以下とする。 

３ なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に

当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（事業実施計画書の提出） 

第４条 本補助金の交付を希望する就労系障害福祉サービス事業者は、鳥取県福祉保健部長（以下「福

祉保健部長」という。）が別に定める日までに、様式第１号及び様式第２号により事業実施計画書（以

下「計画書」という。）を福祉保健部長に提出しなければならない。 

 

（計画書の審査） 

第５条 前条の規定に基づき提出された計画書は、鳥取県障害福祉サービス事業所ハートフルサポート

事業審査委員会運営要綱（平成２２年３月２７日付第２００９００２１４１６２号鳥取県福祉保健部

長通知）により設置された鳥取県障害福祉サービス事業所ハートフルサポート事業審査委員会（以下

「審査委員会」という。）において審査を行う。 

２ 前項の審査に必要な審査基準は、福祉保健部長が別に定める。  

 

（対象事業の認定） 

第６条 福祉保健部長は、第４条の規定に基づき提出された計画書について、審査委員会の審査結果を

基にして、予算の範囲内で補助金を交付すべき対象事業（以下「補助金交付対象事業」という。）を認

定する。 

２ 前項の認定の通知は、様式第３号による。 

 

（交付申請の時期等） 

第７条 前条に規定する認定通知を受けた就労系障害福祉サービス事業者は、福祉保健部長が別に定め

る日までに本補助金の交付申請を行わなければならない。 



 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号及び様式第２

号によるものとする。 

３ 前条に規定する認定通知を受けた就労系障害福祉サービス事業者は、交付申請に当たり、仕入控除
税額が明らかでないときは、第３条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の
額に補助率を乗じて得た額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすること
ができる。 

 

（交付決定の時期等） 

第８条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から２０日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定の通知は、様式第４号によるものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかかわらず、仕入控

除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明ら

かになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変更後の額とする。以

下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第９条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、別表の第５項に定める変更以外の変更とする。  

２ 第８条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第１０条 規則第１７条第1項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日までに

行わなければならない。 

（１）規則第１７条第1項第 1号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止

の日から３０日を経過する日と、交付決定を受けた年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年

度の４月２０日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第 1号及び第２号に掲げる書類は、様式第１

号及び様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、その時点で明ら

かになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除税額

（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除し

て報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績

報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）を超

えるときは、様式第５号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超える額に対

応する額を県に返還しなければならない。 

 

（雑則） 

第１１条 規則及びこの要綱に定めるもののほかに、この要綱の実施に関して必要な事項は、福祉保健

部長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行することとし、平成２２年度事業から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 



 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

  

   附 則 

 この要綱は、平成３０年６月２８日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

  

   

 



 

 

別表（第３条関係） 

１ 補助事業の内容 就労系障害福祉サービス事業者が行う新商品開発又は新たな販売形態の導入

等（これに附帯して行われる事業を含み、既に販売・サービス提供等をしてい

る事業の量産・拡大等を除く。）。ただし、同一目的で他の助成金の交付を受け

ている事業は除く。 

２ 補助対象者 次のア及びイの要件を備える就労系障害福祉サービス事業者 

ア 県内に事業所を有する者であること。 

イ 工賃水準向上のための独自の事業計画を作成し、それに基づく工賃引き上

げ計画（引き上げ策及び引き上げ額）を作成していること。 

３ 補助対象経費 新商品開発等に要する経費。ただし、次の条件に合致するものとする。 

なお、交付申請以前に行われた支出であっても、福祉保健部長が補助対象事業

に適合すると認めるものについては、補助対象経費として認めるものとする。 

（１）次に掲げるものに該当しないこと。 

ア テレビ、事務机、ソファ、職員の業務効率化のためのパソコンなど、

新商品開発等に直接関係しない設備又は備品に関する経費。 

イ ユニフォーム等の被服費、消耗品費。 

ウ 新商品開発以外にも使用可能な自動車等に関する費用。 

（２）工事請負費は、県内事業者が施工を行ったものに限る。ただし、やむを

得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、こ

の限りでない。 

（３）委託費は、県内事業者が実施したものに限る。ただし、やむを得ない事

情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りで

ない。 

（例）開発設計費及びそれに付帯する経費、研修又は講習受講料、試作、改良、

商品デザイン、評価並びにテストマーケティングに必要な原材料費及びそ

れに付帯する経費、職員及び利用者を対象とした講習会の開催に要する経

費、デザイン料、新商品開発又は販路拡大のために雇用する職員人件費及

び委託料。（注） 

 

４ 補助率 ２／３以内（補助限度額１，０００千円） 

５ 重要な変更 （ア） 本補助金の増額を伴う変更 

（イ） 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更 

（注）補助事業の実施により収益が発生する場合、補助対象経費からその収益分を除く 

ことは行わない。（収益は利用者の工賃に充当。） 

 



 

様式第１号（第４条、第７条、第１０条関係） 

平成 年度鳥取県障害福祉サービス事業所新商品開発支援事業補助金事業実施計画（報告）書 

 

新商品開発区分  製品 ・ 役務 

事業実施期間  平成  年  月  日から平成  年  月  日まで 

目的  

 

内容 〈事業内容〉 

 

 

〈新商品開発を行おうとする製品・役務の内容〉 

 

〈新商品開発の具体的方法〉 

 

〈スケジュール〉 

販売ターゲット・顧客

層 

 

 

価格設定方針、販売

（サービス提供）価格 

 

流通経路、取引先、販

路開拓 

 

 

 

販売促進方法、広告、

パブリシティ 

 

 

 

工賃水準向上への波

及効果 

 

 

 

他の補助金等の活用

の有無 

有 ※有の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に関する問合せ先（補

助金の所管部署名・団体名及び連絡先電話番号）を記載してください。 

無 

 （注）工賃水準向上のための独自の事業計画書及びそれに基づく工賃引き上げ計画書を添付すること。 

 

※「工事請負費」又は「委託費」が含まれる場合で、県内事業者への発注が困難であることがあらかじ

め分かっている場合（該当しない場合には記載不要） 

対象経費（該当するものに○） 工事請負費  ・  委 託 費 

県内事業者への発注が困難

である理由 

 

※ 消費税の取り扱い（該当するものに○） 

（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

※ 補助事業の内容が建設工事であって、補助対象となる建物に対し、過去に補助金を活用して整備し

た実績がある場合は、当時の整備内容を記載してください。また、今後当該建物（設備、備品を含む。）

に他の補助金を活用する別の整備計画がある場合はその内容を記載してください。 

 



 

様式第２号（第４条、第７条、第１０条関係） 

平成  年度鳥取県障害福祉サービス事業所新商品開発支援事業補助金・収支予算（決算）書 

１ 収入                                （単位：円） 

区 分 Ａ 

本年度予算額 

（決算額） 

Ｂ 

前年度予算額 

（予算額） 

Ａ－Ｂ 

差引額 

 

内訳明細 

本補助金     

自己資金     

その他助成金    助成金の名称： 

寄付金     

     

     

その他     

計     

（注）本補助金の振り込みが確認できる通帳の表紙と該当ページの写しを添付すること。 

 

２ 支出                              （単位：円） 

区 分 Ａ 

本年度予算額 

（決算額） 

Ｂ 

前年度予算額 

（予算額） 

Ａ－Ｂ 

差引額 

内訳明細 

賃金     

謝金     

旅費     

会議費     

通信費     

原材料費     

委託料     

記録料     

手数料     

受講料     

検定料     

デザイン料     

印刷製本費     

広告宣伝費     

使用料及び賃

借料 

    

運搬費     

     

その他     

計     

（注１）支出に係る全ての領収書の写しを添付すること。 

（注２）支出区分ごとに金銭出納簿を作成し、その写しを添付すること。 

（注３）会議費は、会場使用料とお茶代に限る。（茶菓子、弁当代は対象外。） 

（注４）補助対象経費については、別紙を参考とすること。 

 



 

様式第３号（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

 

          様 

 

 

鳥取県福祉保健部長 ○ ○ ○ ○ 

 

 

   平成○○年度鳥取県障害福祉サービス事業所新商品開発支援事業補助金交付対象 

事業の認定について（通知） 

 

 鳥取県障害福祉サービス事業所新商品開発支援事業補助金事業実施計画書の提出のあった下記の事業

について、鳥取県障害福祉サービス事業所新商品開発支援事業補助金交付要綱（平成２２年３月１８日

付第２００９００１９９９６３号鳥取県福祉保健部長通知。以下「交付要綱」という。）第６条第１項の

規定により、本補助金交付対象事業として下記認定額を限度に認定します。 

 ついては、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号）及び交付要綱により  月  

日（ ）までに補助金交付申請手続を行ってください。 

（担当・連絡先） 

 

記 

 

 

１ 対象事業 

 

２ 認定金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第４号（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

 

          様 

 

 

                          鳥取県知事 ○ ○ ○ ○ 

 

 

平成○○年度鳥取県障害福祉サービス事業所新商品開発支援事業補助金交付決定 

通知書 

 

 平成  年  月  日付けの申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県障害福祉サー

ビス事業所新商品開発支援事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規

則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとお

り交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

（担当・連絡先） 

記 

 

１ 補助事業 

  本補助金の対象事業の内容は、・・・・・・とする。 

 

２ 交付決定額等  

  本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更され

た場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

（１）算定基準額    金         円 

（２）交付決定額    金         円 

 

３ 本補助金の額の確定 

  本補助金の額の確定は、実績額について鳥取県障害福祉サービス事業所新商品開発支援事業補助金

交付要綱（平成２２年３月１８日付第２００９００１９９９６３号鳥取県福祉保健部長通知。以下「要

綱」という。）第３条第２項及び第８条第３項の規定を適用して得た額と、前記２の（２）の交付決定

額（変更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 

４ 補助規程の遵守 

  本補助金の収受及び使用、対象事業の遂行等については、規則及び要綱の規定に従わなければなら

ない。 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第５号（第１０条関係） 

平成  年  月  日 

 

 

鳥取県知事  様 

 

 

所 在 地 

名  称 

代表者名                  ㊞ 

 

 

平成  年度仕入控除税額確定報告書 

 

鳥取県障害福祉サービス事業所新商品開発支援事業補助金交付要綱第１０条第４項の規定に基づき、

下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金の確定額及び補助対象経費の額 

（１）補助金の確定額             金        円 

（２）補助対象経費の額            金        円 

 

２ 実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、交付決定控除税額） 

金        円 

 

３ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額  

 金         円 

 

４ 補助金返還相当額 （３－２＞０の場合） 

１の（１） 

（３－２）×                  金         円 

         １の（２） 

  

 

（注）別紙として積算の内訳を添付すること。 

 


